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１．介護保険法とは

2000年に施行された介護保険法（1997年12月に国会で成立）。高齢者を取り巻く状況や社会のニーズに合わ
せて、３年に一度法改正が実施されています。これまでの改正では、介護保険サービスの利用者負担額の引き上
げなどが実施された一方で、サービスの拡充や支援体制の強化がなされています。

介護保険法と介護保険制度の仕組み

介護保険法は、高齢者の介護を社会全体で支
えることを目的に施行されました。

現在では、介護保険を利用する方
（要介護・要支援認定者数）は約691.4万人
（2022年５月末時点）となり、介護を必要と
する高齢者を支える制度として定着していま
す。

引用元：厚生労働省『介護保険事業状況報告
の概要（令和４年５月暫定版）』

https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m22/dl/2205a.pdf
https://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/jigyo/m22/dl/2205a.pdf
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２．介護保険法ができた背景と経緯

介護保険法が制定される前は、「老人福祉法」に基づいて特別養護老人ホーム・養護老人ホームなどの施設の
新規開設や、現在の訪問介護にあたる老人家庭奉仕員派遣事業が制度化されていました。
介護保険法が制定された背景には、以下のような理由で従来の「老人福祉法」や「老人保健法」によるサポート
で十分に対応しきれなくなったことがあります。

介護保険法ができた背景

・日本の高齢化の進行に伴う高齢者人口の増加
・核家族化が進んだことによる家族の介護問題

介護保険法制定による三つの目的

・高齢者の介護を社会全体で支える
・利用者本意の立場から適切なサービスを総合的、一体的に提供する
・社会保険方式を導入して保険料負担の見返りとしてサービスを受けられる



44

３．介護保険法の改正

こうして2000年に施行された介護保険法は、これまで６回の改定を重ねてきています。
各年度の主要な改正内容は以下のとおりです。

介護保険法の改正年度と主な改正内容

2006年度

改正

予防重視システムへの転換。要介護状態区分を６段階から７段階

に変更。地域密着型サービスと地域包括支援センターの創設など

2009年度

改正
介護事業者の法令遵守体制の整備を義務化など

2012年度

改正

地域包括ケアシステム（詳細は後述）の推進。24時間対応サービ

スや複合型サービスの創設など

2015年度

改正

所得に応じサービス利用者の自己負担割合が１割から１～２割へ

引き上げ。特別養護老人ホーム新規入所が要介護３以上に。地域

支援事業の充実など

2018年度

改正

所得に応じてサービス利用者の自己負担割合が１～２割から１～

３割へ引き上げ。「介護医療院」創設など

2021年度

改正

高額介護サービス支給制度の上限見直し、地域包括ケアシステム

の強化、福祉用具のレンタル費の適正化など
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４．2021年度の介護保険法改正のポイント

2021年４月に改正された介護保険法のポイントは大きく次の５つです。

2021年度の改正のポイント

１.地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する
市町村の包括的な支援体制の構築の支援

２.地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス提供体制
の整備等の推進

３.医療・介護のデータ基盤の整備の推進

４.介護人材確保及び業務効率化の取り組みの強化

５.社会福祉連携推進法人制度の創設

2021年度改正では、通いの場の充実が図られ、ボラン
ティアを行った住民にポイントを付与する仕組みが設
けられ、社会福祉連携推進法人が、2022年4月からス
タートしました。8050問題などの相談窓口を地域包括
支援センターに設ける、重層的支援体制整備事業が創
設されるなど、2021年度改正については、介護事業者
に影響のある改正項目が無いため、小ぶりで小規模な
改正であったというイメージが強いです。
しかし、通いの場の充実の方向は、軽度者の市町村事
業への移行を念頭に置いた布石でありますし、社会福
祉連携推進法人は国が進める協働化、大規模化の目指
すひとつの方向性であることを考えると、将来の布石
が打たれた改正であったことが分かります。コロナの
影響で通いの場が想定通りに拡大しなかった事から、
2024年度改正でも軽度者の市町村事業への移行が見送
られたのでありますが、国の想定通りに進んでいた場
合には、市町村に移行された可能性が高かったのでは
ないでしょうか。

解説
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５．2024年の介護保険法改正はどうなる？①

2024年度介護保険法が2023年5月12日の通常国会で成立しました。今回の成立内容を見ると、介護事業者に大
きな影響がある改正であることが分かります。
次回の介護保険法の改正は2024年に控えています。看護師の皆さんも把握しておきたい、2024年度介護保険法
改正のポイントについてまとめました。

１.ケアプラン作成の有料化
ケアプランの有料化は、これまで何度も議論に上がってきました。それにより介護サービスの利用
を控えるケースや、ケアプランを自分自身で作成する人が増えることにより、ケアマネジャーの
介入が困難になる可能性があります。

２.軽度要介護者へのサービスが地域支援事業に移行
地域支援事業へ移行すると、場合によっては利用者の費用負担が軽くなる可能性もあります。
しかし介護報酬の引き下げが考えられるため、事業者による事業所運営について、これまで以上
により工夫が必要とされます。

３.介護職員の人員配置基準が緩和
現在、「入居者３人に対して職員１人」とされている介護施設の人員配置基準を、「４人に対して
１人」に緩和することが検討されています。介護職員の負担軽減が予測されます。

その他、「介護保険の自己負担が原則２割」や「多床室の室料の見直し」なども検討されています。
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５．2024年の介護保険法改正はどうなる？②

介護事業者への影響がある全体像は以下のとおりです。

引用元：第217回社会保障審議会介護給付費分科会（web会議）資料【資料１】介護分野の最近の動向

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001099975.pdf
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